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海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
埋
立
場
所
等
に
排
出
す
る
廃
棄
物
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
）

（
埋
立
場
所
等
に
排
出
す
る
廃
棄
物
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
埋
立
場
所
等
に
排
出
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第

２

次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
埋
立
場
所
等
に
排
出
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第

十
条
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
当

十
条
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
当

該
埋
立
場
所
等
に
廃
棄
物
及
び
海
水
が
海
岸
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

該
埋
立
場
所
等
に
廃
棄
物
及
び
海
水
が
海
岸
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

に
掲
げ
る
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
以
外
の
場
所
。
以
下

に
掲
げ
る
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
以
外
の
場
所
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
流
出
し
、
又
は
浸
出
し
な
い
よ
う
護
岸
、

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
流
出
し
、
又
は
浸
出
し
な
い
よ
う
護
岸
、

外
周
仕
切
施
設
そ
の
他
の
施
設
が
設
け
ら
れ
、
当
該
埋
立
場
所
等
が
当
該

外
周
仕
切
施
設
そ
の
他
の
施
設
が
設
け
ら
れ
、
当
該
埋
立
場
所
等
が
当
該

埋
立
場
所
等
以
外
の
海
域
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
廃
棄
物

埋
立
場
所
等
以
外
の
海
域
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
廃
棄
物

に
あ
つ
て
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
以
外
の
場
所
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

に
あ
つ
て
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
以
外
の
場
所
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
と
し
や
断
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
埋
立
場
所
等
か
ら

同
じ
。
）
と
し
や
断
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
埋
立
場
所
等
か
ら

廃
棄
物
及
び
海
水
が
海
洋
に
流
出
し
、
又
は
浸
出
し
な
い
よ
う
護
岸
、
外

廃
棄
物
及
び
海
水
が
海
洋
に
流
出
し
、
又
は
浸
出
し
な
い
よ
う
護
岸
、
外

周
仕
切
施
設
そ
の
他
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
当
該
埋
立
場
所
等
を

周
仕
切
施
設
そ
の
他
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
当
該
埋
立
場
所
等
を

当
該
埋
立
場
所
等
以
外
の
海
域
と
し
や
断
し
た
上
で
排
出
す
る
こ
と
と
す

当
該
埋
立
場
所
等
以
外
の
海
域
と
し
や
断
し
た
上
で
排
出
す
る
こ
と
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
埋
立
場
所
等
か
ら
海
洋
に
流
出
し
、
又

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
埋
立
場
所
等
か
ら
海
洋
に
流
出
し
、
又

は
浸
出
し
て
は
な
ら
な
い
廃
棄
物
に
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
に
あ
る
他
の

は
浸
出
し
て
は
な
ら
な
い
廃
棄
物
に
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
に
あ
る
他
の

廃
棄
物
を
含
み
、
海
水
に
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
に
設
け
ら
れ
て
い
る
余

廃
棄
物
を
含
み
、
海
水
に
は
、
当
該
埋
立
場
所
等
に
設
け
ら
れ
て
い
る
余

水
吐
き
か
ら
流
出
す
る
海
水
で
そ
の
水
質
が
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に

水
吐
き
か
ら
流
出
す
る
海
水
で
そ
の
水
質
が
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に

適
合
し
て
い
る
も
の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

適
合
し
て
い
る
も
の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

廃
棄
物
処
理
令
別
表
第
三
の
三
第
一
号
、
第
二
号
、
第
八
号
か
ら
第

四

廃
棄
物
処
理
令
別
表
第
三
の
三
第
一
号
、
第
二
号
、
第
八
号
か
ら
第

二
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
四
号
及
び
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
物
質
並
び

二
十
二
号
ま
で
及
び
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
物
質
並
び
に
ダ
イ
オ
キ
シ

に
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十

ン
類
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い
う
。
）
を

を
い
う
。
）
を
含
む
水
底
土
砂
（
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し

含
む
水
底
土
砂
（
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に
限

な
い
も
の
に
限
る
。
）

る
。
）

五

（
略
）

五

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
関
係
）

一

Ｘ
類
物
質
等

一

Ｘ
類
物
質
等

イ

Ｘ
類
物
質

イ

Ｘ
類
物
質

～

（
略
）

～

（
略
）

（１）

（１２）

（１）

（１２）

エ
ト
キ
シ
化
タ
ロ
ー
ア
ミ
ン
（
濃
度
が
九
十
五
重
量
パ
ー
セ
ン

（１３）
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ト
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

エ
ト
キ
シ
化
プ
ロ
ポ
キ
シ
ア
ル
キ
ル
ア
ミ
ン
（
ア
ル
キ
ル
基
の

（１４）
炭
素
数
が
十
二
か
ら
十
六
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
に
限
る

。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

（１５）

（４１）

（１３）

（３９）タ
ー
シ
ャ
リ
メ
チ
ル
ペ
ン
チ
ル
エ
ー
テ
ル

（４０）

～

（
略
）

～

（
略
）

（４２）

（６３）

（４１）

（６２）

フ
タ
ル
酸
ジ
ア
ル
キ
ル
（
ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が
七
か
ら
十

フ
タ
ル
酸
ジ
ア
ル
キ
ル
（
ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が
七
か
ら
十

（６４）

（６３）

三
ま
で
の
も
の
（
フ
タ
ル
酸
ジ
イ
ソ
オ
ク
チ
ル
、
フ
タ
ル
酸
ジ
ウ

三
ま
で
の
も
の
（
フ
タ
ル
酸
ジ
イ
ソ
オ
ク
チ
ル
、
フ
タ
ル
酸
ジ
ウ

ン
デ
シ
ル
、
フ
タ
ル
酸
ジ
ト
リ
デ
シ
ル
、
フ
タ
ル
酸
ジ
ノ
ニ
ル
及

ン
デ
シ
ル
、
フ
タ
ル
酸
ジ
ト
リ
デ
シ
ル
、
フ
タ
ル
酸
ジ
ノ
ニ
ル
及

び
フ
タ
ル
酸
ジ
ヘ
プ
チ
ル
を
除
く
。
）
及
び
ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素

び
フ
タ
ル
酸
ジ
ヘ
プ
チ
ル
を
除
く
。
）
及
び
ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素

数
が
七
か
ら
十
三
ま
で
の
も
の
の
混
合
物
（
フ
タ
ル
酸
ジ
イ
ソ
オ

数
が
七
か
ら
十
三
ま
で
の
も
の
の
混
合
物
（
フ
タ
ル
酸
ジ
イ
ソ
オ

ク
チ
ル
、
フ
タ
ル
酸
ジ
ウ
ン
デ
シ
ル
、
フ
タ
ル
酸
ジ
ト
リ
デ
シ
ル

ク
チ
ル
、
フ
タ
ル
酸
ジ
ウ
ン
デ
シ
ル
、
フ
タ
ル
酸
ジ
ト
リ
デ
シ
ル

、
フ
タ
ル
酸
ジ
ノ
ニ
ル
及
び
フ
タ
ル
酸
ジ
ヘ
プ
チ
ル
の
み
か
ら
成

、
フ
タ
ル
酸
ジ
ノ
ニ
ル
及
び
フ
タ
ル
酸
ジ
ヘ
プ
チ
ル
の
み
か
ら
成

る
混
合
物
並
び
に
フ
タ
ル
酸
ジ
デ
シ
ル
及
び
フ
タ
ル
酸
ジ
ノ
ニ
ル

る
混
合
物
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

の
混
合
物
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

（６５）

（７２）

（６４）

（７１）

メ
チ
ル
タ
ー
シ
ャ
リ
ペ
ン
チ
ル
エ
ー
テ
ル

（７３）
～

（
略
）

～

（
略
）

（７４）

（７７）

（７２）

（７５）

燐
酸
ア
ル
キ
ル
ア
リ
ー
ル
（
燐
酸
ジ
フ
ェ
ニ
ル
ト
リ
ル
の
含
有

燐
酸
ア
ル
キ
ル
ア
リ
ー
ル
（
燐
酸
ジ
フ
ェ
ニ
ル
ト
リ
ル
の
含
有

（７８）

（７６）

率
が
四
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
つ
て
、
オ
ル
ト

率
が
四
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
つ
て
、
オ
ル
ト
異
性
体
が

異
性
体
が
〇
・
〇
二
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

〇
・
〇
二
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

・

（
略
）

・

（
略
）

（７９）

（８０）

（７７）

（７８）

法
第
三
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
油

（８１）
性
混
合
物
の
う
ち
環
境
大
臣
が
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有

害
で
あ
る
物
質
と
し
て
指
定
す
る
も
の

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ニ

イ
（

を
除
く
。
）
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
物
質
の
み
か
ら
成
る

ニ

イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
物
質
の
み
か
ら
成
る
混
合
物
並
び
に
イ

（８１）

混
合
物
並
び
に
イ
（

を
除
く
。
）
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
次
号
イ
、

、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
次
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
第
三
号
イ
、
ロ
若

（８１）

ロ
若
し
く
は
ハ
、
第
三
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
別
表
第
一
の
二

し
く
は
ハ
又
は
別
表
第
一
の
二
（
第
十
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
物

（
第
十
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
物
質
か
ら
成
る
混
合
物
及
び
法

質
か
ら
成
る
混
合
物
及
び
法
第
三
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
国
土
交

第
三
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
油
性
混
合

通
省
令
で
定
め
る
油
性
混
合
物
（
同
号
に
規
定
す
る
原
油
、
重
油
、

物
（
イ

に
掲
げ
る
油
性
混
合
物
を
除
き
、
同
号
に
規
定
す
る
原
油

潤
滑
油
、
軽
油
、
灯
油
、
揮
発
油
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

（８１）

、
重
油
、
潤
滑
油
、
軽
油
、
灯
油
、
揮
発
油
そ
の
他
の
国
土
交
通
省

る
油
と
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
次
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
第
三
号

令
で
定
め
る
油
と
イ
（

を
除
く
。
）
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
次
号
イ

イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
同
表
（
第
十
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
物

（８１）

、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
第
三
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
同
表
（
第
十

質
と
の
混
合
物
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
構
成
す
る
各
物
質

六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
物
質
と
の
混
合
物
に
限
る
。
）
で
あ
つ

の
濃
度
を
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
で
表
し
た
数
値
に
当
該
物
質
の
有
害
性

て
、
こ
れ
を
構
成
す
る
各
物
質
の
濃
度
を
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
で
表
し

の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
環
境
大
臣
の
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た

た
数
値
に
当
該
物
質
の
有
害
性
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
環
境
大
臣

数
値
の
合
計
が
環
境
大
臣
の
定
め
る
数
値
以
上
で
あ
る
も
の

の
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
の
合
計
が
環
境
大
臣
の
定
め
る

数
値
以
上
で
あ
る
も
の

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）
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二

Ｙ
類
物
質
等

二

Ｙ
類
物
質
等

イ

Ｙ
類
物
質

イ

Ｙ
類
物
質

～

（
略
）

～

（
略
）

（１）

(１８)

（１）

(１８)

ア
セ
ト
フ
ェ
ノ
ン
及
び
一
―
フ
ェ
ニ
ル
エ
タ
ノ
ー
ル
の
混
合
物

(１９)
（
ア
セ
ト
フ
ェ
ノ
ン
の
濃
度
が
十
五
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も

の
に
限
る
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

（２０）

(３７)

（１９）

(３６)

長
鎖
ア
ル
キ
ル
サ
リ
チ
ル
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
（
ア
ル
キ
ル
基
の
炭

長
鎖
ア
ル
キ
ル
サ
リ
チ
ル
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
（
ア
ル
キ
ル
基
の
炭

(３８)

(３７)

素
数
が
十
以
上
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
に
限
る
。
）

素
数
が
十
三
以
上
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
に
限
る
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

(３９)

(４４)

(３８)

(４３ )

ア
ル
キ
ル
ト
ル
エ
ン
（
ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が
十
八
以
上
の

(４５)
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
に
限
る
。
）

ア
ル
キ
ル
ト
ル
エ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
（
ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が

(４６)
十
八
か
ら
二
十
八
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
に
限
る
。
）

ア
ル
キ
ル
ト
ル
エ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
（
ア
ル
キ
ル
基

(４７)
の
炭
素
数
が
十
八
か
ら
二
十
八
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
に

限
る
。
）
と
ほ
う
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
と
の
複
塩

ア
ル
キ
ル
ト
ル
エ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
塩
（
ア
ル
キ
ル

(４８)
基
の
炭
素
数
が
十
八
か
ら
二
十
八
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物

に
限
る
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

(４９)

(６１)

(４４ )

(５６ )

ア
ル
ケ
ン
酸
ポ
リ
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ア
ル
キ
ル
エ
ス
テ
ル
の
ほ
う
酸

(６２)
塩～

（
略
）

～

（
略
）

(６３)

(１０２)

(５７ )

(９６ )

塩
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
塩
酸
の
混
合
物

(１０３)
～

（
略
）

～

（
略
）

(１０４)

(１０６)

(９７ )

(９９ )

オ
ク
タ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
テ
ト
ラ
シ
ロ
キ
サ
ン

(１０７)
～

（
略
）

～

（
略
）

(１０８)

(１２４)

(１００ )

(１１６ )

ぎ
酸
セ
シ
ウ
ム
溶
液

(１２５)
～

（
略
）

～

（
略
）

(１２６)

(１７６)

(１１７ )

(１６７)

シ
ク
ロ
ペ
ン
テ
ン
、
一
・
三
―
ペ
ン
タ
ジ
エ
ン
及
び
そ
れ
ら
の

(１７７)
異
性
体
の
混
合
物
（
一
・
三
―
ペ
ン
タ
ジ
エ
ン
の
濃
度
が
五
十
重

量
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

(１７８)

(１８１)

(１６８)

(１７１)

直
鎖
脂
肪
族
ア
ル
コ
ー
ル
（
炭
素
数
が
八
以
上
の
も
の
及
び
そ

直
鎖
脂
肪
族
ア
ル
コ
ー
ル
（
炭
素
数
が
八
か
ら
十
八
ま
で
の
も

(１８２)

(１７２ )

の
混
合
物
に
限
る
。
）

の
及
び
そ
の
混
合
物
に
限
る
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

(１８３)

(１９０)

(１７３ )

(１８０)

臭
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液
（
濃
度
が
五
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

(１９１)
の
も
の
に
限
る
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

(１９２)

(２１７)

(１８１)

(２０６ )

ジ
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ン
及
び
ジ
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ン
二
量

(２１８)
体
の
混
合
物
（
ジ
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ン
の
濃
度
が
八
十
一
重
量
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パ
ー
セ
ン
ト
以
上
八
十
九
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る

。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

(２１９)

(２３５)

(２０７ )

(２２３ )

ジ
ャ
ト
ロ
フ
ァ
油

(２３６)
～

（
略
）

～

（
略
）

(２３７)

(２４９)

(２２４ )

(２３６ )

チ
オ
燐
酸
ジ
ア
ル
キ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
溶
液

(２５０)
～

（
略
）

～

（
略
）

(２５１)

(２５３)

(２３７ )

(２３９)

テ
ト
ラ
デ
シ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
デ
シ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
及
び
ド
デ

(２５４)
シ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
の
混
合
物

（
略
）

（
略
）

(２５５)

(２４０)

テ
レ
フ
タ
ル
酸
ジ
ブ
チ
ル

(２５６)
～

（
略
）

～

（
略
）

(２５７)

(２８３)

(２４１)

(２６７ )

ナ
ト
リ
ウ
ム
メ
ト
キ
シ
ド
（
濃
度
が
二
十
一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト

(２８４)
以
上
三
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
溶
液
に

限
る
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

(２８５)

(３１４)

(２６８ )

(２９７ )

パ
ー
ム
核
油
脂
肪
酸
（
蒸
留
物
に
限
る
。
）

(３１５)
～

（
略
）

～

（
略
）

(３１６)

(３３６)

(２９８ )

(３１８)

フ
タ
ル
酸
ジ
デ
シ
ル
及
び
フ
タ
ル
酸
ジ
ノ
ニ
ル
の
混
合
物

(３３７)
～

（
略
）

～

（
略
）

(３３８)

(３９１)

(３１９)

(３７２ )

ポ
リ
オ
レ
フ
ィ
ン
ア
ミ
ド
ア
ル
ケ
ン
ア
ミ
ン
ポ
リ
オ
ー
ル

(３９２)
～

（
略
）

～

（
略
）

(３９３)

(３９８)

(３７３ )

(３７８ )

ポ
リ
オ
レ
フ
ィ
ン
ポ
リ
ア
ミ
ン
こ
は
く
酸
イ
ミ
ド
の
オ
キ
シ
ス

(３９９)
ル
フ
ィ
ド
モ
リ
ブ
デ
ン
錯
体

（
略
）

（
略
）

(４００)

(３７９)

ポ
リ
（
ジ
ア
リ
ル
ジ
メ
チ
ル
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
ク
ロ
ラ
イ
ド
）
溶

(４０１)
液～

（
略
）

～

（
略
）

(４０２)

(４２３)

(３８０)

(４０１ )

Ｎ
―
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン

(４２４)
～

（
略
）

～

（
略
）

(４２５)

(４６４)

(４０２ )

(４４１ )

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ニ

イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
物
質
の
み
か
ら
成
る
混
合
物
並
び
に
前

ニ

イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
物
質
の
み
か
ら
成
る
混
合
物
並
び
に
前

号
イ
（

を
除
く
。
）
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、

号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
次
号
イ
、
ロ
若
し

（８１）

次
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
別
表
第
一
の
二
（
第
十
六
号
を
除
く

く
は
ハ
又
は
別
表
第
一
の
二
（
第
十
号
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お

。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
物
質
か
ら
成
る
混
合

い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
物
質
か
ら
成
る
混
合
物
及
び
法
第
三
条
第

物
及
び
法
第
三
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

二
号
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
油
性
混
合
物
（
同
号

油
性
混
合
物
（
前
号
イ

に
掲
げ
る
油
性
混
合
物
を
除
き
、
同
条
第

に
規
定
す
る
原
油
、
重
油
、
潤
滑
油
、
軽
油
、
灯
油
、
揮
発
油
そ
の

（８１）

二
号
に
規
定
す
る
原
油
、
重
油
、
潤
滑
油
、
軽
油
、
灯
油
、
揮
発
油

他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
油
と
前
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
イ

そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
油
と
前
号
イ
（

を
除
く
。
）

、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
次
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
別
表
第
一
の
二

（８１）

、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
次
号
イ
、
ロ
若
し
く
は

に
掲
げ
る
物
質
と
の
混
合
物
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
構
成

ハ
又
は
別
表
第
一
の
二
に
掲
げ
る
物
質
と
の
混
合
物
に
限
る
。
）
で

す
る
各
物
質
の
濃
度
を
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
で
表
し
た
数
値
に
当
該
物

あ
つ
て
、
こ
れ
を
構
成
す
る
各
物
質
の
濃
度
を
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
で

質
の
有
害
性
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
環
境
大
臣
の
定
め
る
係
数
を
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表
し
た
数
値
に
当
該
物
質
の
有
害
性
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
環
境

乗
じ
て
得
た
数
値
の
合
計
が
環
境
大
臣
の
定
め
る
数
値
の
範
囲
内
で

大
臣
の
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
の
合
計
が
環
境
大
臣
の
定

あ
る
も
の

め
る
数
値
の
範
囲
内
で
あ
る
も
の

三

Ｚ
類
物
質
等

三

Ｚ
類
物
質
等

イ

Ｚ
類
物
質

イ

Ｚ
類
物
質

～

（
略
）

～

（
略
）

（１）

（１１）

（１）

（１１）

ア
ル
キ
ル
ア
リ
ー
ル
ス
ル
ホ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
（
ア
ル
キ
ル
基

長
鎖
ア
ル
キ
ル
ア
リ
ー
ル
ス
ル
ホ
ン
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
（
ア
ル
キ

（１２）

（１２）

の
炭
素
数
が
十
一
か
ら
五
十
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
に
限

ル
基
の
炭
素
数
が
十
一
か
ら
五
十
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物

る
。
）

に
限
る
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

（１３）

（２０）

（１３）

（２０）

二
―
エ
チ
ル
ブ
タ
ン
ジ
ニ
ト
リ
ル
及
び
二
―
メ
チ
ル
グ
ル
タ
ロ

（２１）
ニ
ト
リ
ル
の
混
合
物
（
二
―
エ
チ
ル
ブ
タ
ン
ジ
ニ
ト
リ
ル
の
濃
度

が
十
二
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

（２２）

（２４）

（２１）

（２３）塩
化
カ
リ
ウ
ム
溶
液

（２４）

塩
化
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
溶
液
（
濃
度
が
二
十
五
重
量
パ
ー
セ
ン
ト

（２５）
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

塩
化
カ
リ
ウ
ム
溶
液
（
濃
度
が
二
十
六
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

（２６）
の
も
の
に
限
る
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

（２７）

（３５）

（２５）

（３３）

ぎ
酸
の
混
合
物
（
ぎ
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
含
有
量
が
二
十
五
重
量

（３６）
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
つ
て
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
の
含
有
量
が
十
八

重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

（３７）

（５２）

（３４）

（４９）

酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
し
ゆ
う
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
及
び
リ
グ
ニ
ン
（

（５３）
木
材
か
ら
生
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
混
合
物

～

（
略
）

～

（
略
）

（５４）

（７３）

（５０）

（６９）

二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン
―
一
・
三
―
ジ
オ
ー
ル
及
び
そ

二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン
―
一
・
三
―
ジ
オ
ー
ル

（７４）

（７０）

の
溶
液

～

（
略
）

～

（
略
）

（７５）

（７８）

（７１）

（７４）炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

（７５）

～

（
略
）

～

（
略
）

（７９）

（１２１）

（７６）

（１１８）

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
メ
チ
ル
ブ
テ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
（
分

（ １２２）
子
量
が
千
を
超
え
る
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
に
限
る
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

（１２３ ）

（１４９ ）

（１１９ ）

（１４５ ）

リ
グ
ニ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
塩
溶
液

（１５０）
～

（
略
）

～

（
略
）

（１５１）

（１６０）

（１４６）

（１５５）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ニ

イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
物
質
の
み
か
ら
成
る
混
合
物
並
び
に
第

ニ

イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
物
質
の
み
か
ら
成
る
混
合
物
並
び
に
第

一
号
イ
（

を
除
く
。
）
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
前
号
イ
、
ロ
若
し
く

一
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
前
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
イ
、
ロ
若

（８１）

は
ハ
、
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
別
表
第
一
の
二
に
掲
げ
る
物
質
か

し
く
は
ハ
又
は
別
表
第
一
の
二
に
掲
げ
る
物
質
か
ら
成
る
混
合
物
（

ら
成
る
混
合
物
（
別
表
第
一
の
二
に
掲
げ
る
物
質
の
み
か
ら
成
る
も

別
表
第
一
の
二
に
掲
げ
る
物
質
の
み
か
ら
成
る
も
の
を
除
く
。
）
及
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の
を
除
く
。
）
及
び
法
第
三
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省

び
法
第
三
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
油
性

令
で
定
め
る
油
性
混
合
物
（
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
油
性
混
合
物
を

混
合
物
（
同
号
に
規
定
す
る
原
油
、
重
油
、
潤
滑
油
、
軽
油
、
灯
油

（８１）

除
き
、
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
原
油
、
重
油
、
潤
滑
油
、
軽
油
、

、
揮
発
油
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
油
と
第
一
号
イ
、
ロ

灯
油
、
揮
発
油
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
油
と
第
一
号
イ

若
し
く
は
ハ
、
前
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
又

（

を
除
く
。
）
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、
前
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
、

は
別
表
第
一
の
二
に
掲
げ
る
物
質
と
の
混
合
物
に
限
る
。
）
で
あ
つ

（８１）
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
別
表
第
一
の
二
に
掲
げ
る
物
質
と
の
混
合

て
、
こ
れ
を
構
成
す
る
各
物
質
の
濃
度
を
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
で
表
し

物
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
構
成
す
る
各
物
質
の
濃
度
を
重

た
数
値
に
当
該
物
質
の
有
害
性
の
程
度
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
環
境
大
臣

量
パ
ー
セ
ン
ト
で
表
し
た
数
値
に
当
該
物
質
の
有
害
性
の
程
度
に
応

の
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
の
合
計
が
環
境
大
臣
の
定
め
る

じ
そ
れ
ぞ
れ
環
境
大
臣
の
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
の
合
計

数
値
未
満
で
あ
る
も
の

が
環
境
大
臣
の
定
め
る
数
値
未
満
で
あ
る
も
の

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

別
表
第
一
の
二
（
第
一
条
の
三
関
係
）

別
表
第
一
の
二
（
第
一
条
の
三
関
係
）

一

塩
化
カ
リ
ウ
ム
溶
液
（
濃
度
が
二
十
六
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も

の
に
限
る
。
）

二

オ
レ
ン
ジ
果
汁

三
・
四

（
略
）

一
・
二

（
略
）

五

グ
リ
セ
リ
ン
エ
ト
キ
シ
ラ
ー
ト

六
～
九

（
略
）

三
～
六

（
略
）

十

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

十
一

炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液
（
濃
度
が
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

の
も
の
に
限
る
。
）

十
二

（
略
）

七

（
略
）

十
三

二
酸
化
け
い
素

十
四
～
二
十
一

（
略
）

八
～
十
五

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）


